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【開催日】 平成３０年１２月２１日 

【開催場所】 議場 

【開会・散会時間】 午後１時４０分～午後２時１６分 

【出席議員】 

議  長 小 野   泰 副 議 長 矢 田 松 夫 

議  員 伊 場   勇 議  員 大 井 淳一朗 

議  員 岡 山   明 議  員 奥   良 秀 

議  員 河 﨑 平 男 議  員 河 野 朋 子 

議  員 笹 木 慶 之 議  員 水 津   治 

議  員 杉 本 保 喜 議  員 髙 松 秀 樹 

議  員 恒 松 恵 子 議  員 中 岡 英 二 

議  員 中 村 博 行 議  員 長谷川 知 司 

議  員 藤 岡 修 美 議  員 松 尾 数 則 

議  員 宮 本 政 志 議  員 森 山 喜 久 

議  員 山 田 伸 幸 議  員 吉 永 美 子 

【欠席議員】 なし 

【事務局出席者】 

事務局長 中 村   聡 事務局次長 石 田   隆 

事務局主査兼庶務調査係長 島 津 克 則 庶務調査係書記 光 永 直 樹 

【付議事項】 

１ 会派の視察報告について 

 ２ 広聴特別委員会の報告について 

３ その他 

 

午後１時４０分 開会 

 

小野泰議長 それではただいまから全員協議会を開会いたします。付議事項１、

会派の視察報告について新政会からお願いします。 

 

松尾数則議員 それでは新政会から会派の視察報告をいたします。記載してあ

るように１１月１４日兵庫県加西市、開発調整条例について視察を行っ

てまいりました。次の日、１１月１５日大阪市大阪科学技術センターに

おきまして地方議員のための地方財政制度と予算審議の基本講座を受講

してまいりました。会派新政会、松尾数則、髙松秀樹、中岡英二の三人

で視察を行ってまいりました。内容に入りますが、兵庫県加西市では視

察の目的としまして開発調整に関する基準、手続等良好な地域環境づく
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りに関する条例について視察をしてまいりました。視察の状況としまし

て開発調整条例は環境と景観のまちづくりを目指して市民、開発事業者、

市の相互理解や協力によって周辺住民とのトラブルを未然に防止し、土

地利用の適正な誘導によって良好な地域環境を形成することについて規

制がしてあります。対象事業の例としましてここでは建築物で高さが１

５メートルを超える、また建築面積が１，０００平米以上の建築行為に

ついて。イとしまして深夜に物品販売業その他の営業を営む店舗面積が

１，０００平米以上の建築行為。今回一般質問等で問題になりました太

陽光発電施設等に関する事業区域が１，０００平米以上５，０００平米

未満の建築行為。なお、事前協議としまして先ほど述べた開発事業者は

市に開発計画事前協議申請書を提出します。防災等も含んで地域環境形

成のための基準、公共公益施設の整備基準等について協議を行います。

そういう協議を行いまして、住民説明を行います。開発事業者は計画段

階で住民説明を行うようになっております。開発事業者は事業計画の説

明を行い、関係住民は意見書を開発事業者に提出することができます。

開発事業者は意見書が提出された場合、それに対する見解書を関係住民

に送付するようになっております。そして開発計画事前協議申出書、見

解書、協定書に基づき台帳を作ります。これをホームページや市民に公

開いたします。なお、条例の規定に従わない開発事業者には工事の停止

や中止、その他に必要な措置を講じることができます。勧告に従わなか

った開発事業者に対しては氏名又は名称、違反の事実等を公表いたしま

す。以上述べましたように、考察としまして研修を行った視察先の開発

調整条例は当市で問題化されています太陽光発電施設等の開発事業に対

して事前協議、関係住民への説明を要求し、住民は意見書の提出が可能

であります。それに対する見解書も要求できます。また、開発計画事前

申込書、見解書、協定書に基づき台帳を作りますが、それらの全てを公

表しております。市民、開発業者、市が情報を共有することにより開発

事業に関して大きな問題は生じていないとのことでありました。山陽小

野田市も環境と景観に関して条例を作る必要性を感じたところです。 

続きまして次の日の内容ですが、大阪市大阪科学技術センターにおき

まして地方議員のための地方財政制度と予算審議の基本講座を受講しま

した。受講の内容ですが、自治体の環境変化と予算審議について、地方

自治体の歳入歳出の概要・地方財政の中期的な展望について、地方税制

度の歳入の在り方について、国と地方の事務・財政調整制度の必要性に

ついて、地方交付税制度の概要について、国庫補助金負担制度と地方交

付税について、自治体の事務と財源保障について等を学んでまいりまし

た。それを受け地方財政の果たす役割・予讃審議の重要性について再確
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認できたと思っています。今後予算審議・補正予算審議並びに議会のチ

ェック機能強化に役立てていきたいと思っております。以上です。 

 

小野泰議長 会派新政会の視察報告が終わりました。これについて何か御質問

ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）では次に参ります。次は新誠風、

新風会、みらい２１の報告をお願いいたします。 

 

笹木慶之議員 それでは、会派新誠風の笹木でございますが視察報告をさせて

いただきます。今お手元に資料がございますように私どもはみらい２１、

新風会、新誠風の９人の議員で視察をいたしました。名前はそこに書い

てあるとおりですから御覧いただきたいと思います。なお、この研修に

際しましては各委員からあらかじめ問題事項をそれぞれ提出いたしまし

て、その中からいろいろ議論した結果を取りまとめた中で上に書いてあ

るように埼玉県秩父市は空家対策について、東京都多摩市はシティセー

ルスについて、東京都町田市は議会改革の取組についてそれぞれの市に

照会をさせていただきました。その結果、１１月１３日に埼玉県秩父市、

１１月１４日に東京都多摩市、１１月１５日に東京都町田市と大変立地

的な問題もありまして強行なスケジュールをこなしてまいりました。そ

れではその内容について御報告いたしますが、大変中身が長いですから

かいつまんで説明させていただきます。まず埼玉県秩父市でございます

が、御覧のとおり姉妹都市になっておりますけれども、空家対策につい

て調査してまいりました。視察先の状況でございますが、幅広い年齢を

対象とした都市部などの住民が自らの意志で秩父に住み、秩父の住民と

交流しながら、健康でアクティブな生活を送るとともに、医療・福祉等

の地域ケアも整ったまちづくりを推進するというものが課題でございま

した。秩父版ＣＣＲＣ政策を中心に様々な移住施策や空家対策に取り組

み、人口減少問題の解決に市全体が動いていると感じました。特に空家

問題に対してでありますが、秩父市全体の住宅は３万５，６０５戸、そ

のうち空家は２，７６０戸で空家率は７．７％にのぼるということであ

ります。本市と同様に年々空家数や空家率が上昇しておりますが、この

ような現状から秩父市は空家の実態調査をしておられました。これは空

家の利活用の判定、空家の状況、空家の経過年数、空家になった理由、

維持管理の内容、維持管理に困っていること、更には今後の活用と活用

で困っていることなど複数にわたって調査をしておられました。さらに

実態調査で把握した空家所有者の１，８４４名に対して空家の活用意向

や市の空家対策に関する意向調査も実施をし、これらの調査を基に秩父

市は空家の発生抑制、管理不全の解消、有効活用等の対策を特に強く進
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めたということでございます。その中でまず１点目として空家の発生抑

制とはどうするのかということで空家等の把握、情報提供、意識啓発を

する。２番目の管理不全の解消とは空家等に関するデータベースの整備、

管理不全な空家に対する措置、特定空家等に対する措置、除却の推進。

３番目としてこれが大事で有効活用ということで空家バンクの制度活用、

移住促進に向けた制度の活用であるといった様々な対応を講じておられ

ます。特に秩父市の空家対策で進んでいるのが空家バンクの整備状況と

その活用であると思われます。途中省略しますが空家に関するトラブル

で市の職員の苦労が大変多いということで、その対策を講じる必要も特

に感じているということでありました。また、空家対策に関連した移住

者向けの支援制度も充実をしており、特に工事代金の２分の１の額で限

度額５０万円を助成金として支援をしている。さらに驚くのは空家対策

と直接関係ありませんが、秩父市に移住し軽自動車を購入した方に車体

価格の２分の１の額で限度額３０万円の助成金を支給する制度があると

いうことであります。御案内のとおり秩父市は大変面積が広いですので

かなりのへき地も有しておるようでありますが、そういう対策もしっか

りなされておると感じました。そこで我々の考察でありますが、秩父市

は周囲を山々に囲まれていて面積の約８７％が森林である。そして一番

近い高速道路のインターチェンジまで３５キロから４０キロと決して交

通アクセスに恵まれている地域ではございません。しかしながら、都心

部や周辺地域からの移住者を増やすために市を挙げて様々な施策に取り

組んでいる。本市には高速道路のインターチェンジが近くに２か所もあ

り、国道２号線や１９０号線もある。さらには新幹線厚狭駅や小野田駅、

埴生駅などＪＲ山陽本線の主要駅あるいはＪＲ小野田線もあり交通アク

セスの要ともいえる地域であります。決して利便性の良い通過地点とし

てはならない。このような有益性を移住、定住対策やシティセールスに

もっと生かしていくべきだと考えました。貴重なふるさとの資源を有効

活用していくためにもより一層の空家対策の拡充、推進を図っていくべ

きだという結論に達しました。 

次に東京都多摩市にシティセールスをテーマとして行ってまいりまし

た。多摩市のシティセールスは人口減少を食い止めるのが目的でござい

ますが、将来の人口減少に備えて平成２９年度から多摩市シティセール

ス戦略を設置し、シティセールス政策監を配置することによって縦割り

行政を横断的に管理している状況でございます。現状把握と課題抽出に

より三つの課題を発見し、ターゲットを選定し、戦略的な広報活動を行

うことによって推進目標の「多摩市らしいまちのイメージ」を創り、そ

れを浸透させ、市民、市外から選ばれるまちにつなげていく。そして庁
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内ヒアリングで事業を洗い出して市民ワークショップを行うことで市民

の年代別の興味のある行政政策あるいは事業に差異を発見し、市民が関

心を持つ多摩市独自の魅力、強みであり、かつ他市と競合せず差別化で

きるという三つの視点をテーマとして取り組んでおるということでござ

います。我々の考察としては、多摩市は「多摩ニュータウン」というオ

ールドタウンのネガティブイメージを払拭し、若々しいイメージを獲得

するために様々な取組を行っております。市職員に向けてシティセール

ス啓発活動を全職員に推進し、地元の大学生を地域新聞作成に起用した

りする取組も行っており、本市も参考になるものではないかと思います。

さらには新規のものを作る、いわゆるあるものに化粧をするという対応

ではなく、行き当たりばったりにならないように既にあるものを丁寧に

詳細に伝えていくことが重要であるという言葉に関心が高まりました。

私たちはこれからもシティセールスについてその都度明確な方向性を提

言できるように研さんに努めてまいりたいと思ったところでございます。 

最後になりましたが東京都町田市については議会改革の取組について

視察を行いました。御案内のとおり２０１７年度の議会改革度ランキン

グで町田市は１０位という位置にあります。平成１０年から議会改革に

取り組み、その詳細な改革は傍聴規則傍聴人受付簿の廃止に始まり、平

成３０年の高校生と議員との意見交換会の開催まで２０年間で項目にし

て５９目に及ぶ改革に取り組まれました。特にＩＣＴ化においてはホー

ムページにおける中継や情報開示のほかに電子表決、あるいは議員のタ

ブレットの議会導入とパソコンの本会議導入、またはＨＰ中継画面に議

案などのＰＤＦファイル表示を行っております。特に広報広聴活動でご

ざいますが、市議会の開催をポスターでバスに掲示し、あるいは傍聴を

進めるパンフレットを作製しております。それから議会広報紙の配布方

法は新聞折込が主で、ほかにはスーパー、市内の各所に置いているとい

うことであります。そして紙面を充実させるために一般質問欄から録画

映像にＱＲコードでアクセスできるようになっております。議員は一般

質問の問いを記載して誤解が生じないように回答は市が記載しもう一度

議員がチェックする仕組みになっているようでございます。それから議

会報告会は実施はしておりません。ただし各常任委員会が定期的に関係

団体との懇談会を行うということで市民の要望を聞いているということ

でありますが、やはり要望する団体が固定化しつつあるということに悩

んでおられるようであります。なお、参考に申し上げますが議長、副議

長は４年の任期を２年で辞任することの申し合わせによって実質的に２

年ごとの改選となっておるようであります。考察でございますが、今後

のＩＣＴ化について紙の使用量が激減するといった利便性の反面、率直
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な欠点も学びました。他に高校生議会は本市は実施していないため今後

の参考になると感じました。町田市の議会改革は事務局とともに取り組

んだ結果であって、本市よりも充実した議会となるよう議員として資質

向上に努めたいというところであります。なお、もう一度参考に申し上

げておきますが議会基本条例あるいは自治基本条例は町田市にはござい

ません。そのことを申し添えておきます。以上で報告を終わります。 

 

小野泰議長 新誠風、新風会、みらい２１の報告が終わりました。この報告に

ついて何か御質問ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）ないようでし

たら、次の報告をお願いいたします。 

 

伊場勇議員 紙の順番が逆になっているので先に１１月１９日の岐阜県飛騨市

から報告させてもらいます。飛騨市の市役所の３階でスーパー少人数指

導事業について研修してまいりました。参加議員は記載のとおりです。

視察の目的として市独自の手法で少人数教育を取り入れ、学力のアップ

につなげている先進地を視察し調査研究を行うということです。視察の

状況ですが、基礎学力の定着を目的とした岐阜県全体で習熟度別少人数

指導というのがございまして、これは定数教員が当市にもあるんですが

それにプラス１名するものです。小学校ではクラスに担任が２人体制に

なり、中学校では１授業に２人ということになるということでございま

す。飛騨市は中学校の英語と数学においてもう１人追加して１集団を習

得、活用、発展の３コースに分けているというところがスーパー少人数

指導事業の大きな点でございます。生徒１人１人の学力の伸びに応じて

年度途中でのコース変更も可能とし、単元の進み具合は３コースとも同

じものとしております。そして習得、活用、発展の発展が１番レベルが

高いんですが、発展のコースでは単元の構想や１単位時間の指導方法を

工夫して学習指導要領に示された内容を速やかに習得させ、それを十分

に活用して学ぶ意欲を引き出し、高度で専門的な内容の授業を実施して

いるところです。現在５人の方を臨時に非常勤として雇用しており、課

題が再雇用をすることで実施しておられるんですが、もともと教職員の

方を再雇用することということで最年長が６５歳らしいんですけれども

その確保がだんだん難しくなってきたということが課題のようです。下

の予算ですが今人数は５名、事業費は８７５万円で内訳は下のとおりに

なっています。考察として岐阜県では先ほども申し上げましたとおり県

下全体で１人増やすという大胆な県のお金を使った事業が行われていま

す。教職員を増やすことを加配というそうですがそのことにまず驚きま

して、それに加えて飛騨市ではもう１人増やしているのとその３つのコ



 

7 

 

ース分けをどうやって決めるかというと１番は生徒の希望を尊重すると

いうことです。そのことによって学ぶことへの積極性を高め確かな学力

に定着につなげているということで人員の増加には予算がかかりますが、

将来に向けた投資を拡大すべきではないかと感じました。 

 

河﨑平男議員 失礼します。その前のページでありますが無会派で行きました

ので担当を決めておりましたので発表させていただきます。１１月２０

日滋賀県甲賀市の農事組合法人酒人ふぁーむというところであります。

この農事組合法人は酒人という集落で法人を結成しておりまして、農業

政策について時代にマッチした農業経営ということで皆さんが力を合わ

せてやっておられます。３番の報告事項でありますが、視察の目的は担

い手の農業者がいない中、農用地を維持し、荒廃農地を防ぐことなどど

のような方策をとっているか先進地を視察し調査研究を行ってまいりま

した。これは以前産業建設常任委員会でもここに行こうということであ

りましたが日程等の都合により行けなくなったところであります。視察

先の状況でありますが、農事組合法人酒人ふぁーむの集落は６９戸、農

用地面積は５３．８ヘクタール、そのうち水田が５３．１ヘクタール、

畑が０．７ヘクタールでありますが、専業農家は２戸、ほとんどが兼業

農家６７戸であります。これが第２種兼業農家でありまして、最初から

担い手がいない、農業機械は各々全て各個人が持っていた、農地が狭い、

用水の確保ができない等集落の崩壊につながる危機がありました。そん

な中ここに住んでいらっしゃる皆さんがどうしたらいいかと考え、集落

内の若者から高齢者まで適材適所役割分担し働くことのできる形態をつ

くったということであります。まず取組として主な農作業は土日祝日会

社員や若者が効率よく楽しんで営農活動するということであります。そ

れから水管理は高齢者、１集落１農場の考えでみんなが楽しく農村の営

みを維持している。この地域も釣りとかいろんなものを取り入れてみん

なでやろうというものであります。それから小規模圃場から１圃場１ヘ

クタール以上を集約してやっております。ハウス野菜で少量多品目を女

性が担当して収益を上げるということであります。販路拡大や付加価値

商品づくりということで、米なら米を今頃は３キロ、５キロがあるが少

ない何合を密封して売るとかアイデアを出しながらやっているというこ

とであります。それからＩＴ活用による情報共有、会社と一緒で朝皆さ

んで集まってこういうことをやろうとか今回は重点はここに置こうとか

みんなで一緒に村が元気を目標にということで人づくり、組織づくり、

産地づくり、地域づくり、商品を売るときに消費者を大切にしようとす

るお客様づくりなどを理念に事業を展開しておるということであります。
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考察として昔ながらの「結」、田んぼやらに入ったらみんなで力を合わせ

てやろうということであります。「結」の現代的復活版として集落を一つ

の農家、１集落１農場という考えで年齢、作業能力等に応じて若者から

高齢者まで適材適所、役割分担により全ての集落の構成員がやりがいや

生きがいを創出しながら集落の全員参加によって地域農業の確立と農地

が荒廃しないように農地の維持管理しながら営農活動をしていると考え

られ参考すべきところがたくさんありました。以上です。 

 

小野泰議長 ただいま伊場議員、河﨑議員からの視察報告がございましたがこ

れにつきまして御質問ございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）ないよう

なら次に行きます。２の広聴特別委員会の報告につきましてお願いしま

す。 

 

長谷川知司広聴特別委員長 お手元の資料の１番最後のページを見てください。

これが皆様方に配っていただくチラシでございます。主な報告テーマは

三つで小中学校エアコン設置、市営斎場、オートレース事業を行います。

今回皆様方に気を付けていただきたいのは昼間３か所でやります。そし

て夕方３か所ということで１月２９日、３０日、３１日の３日間で昼と

夜やります。前半の３会場をＡ班、後半の３会場をＢ班ということでこ

のように担当議員を振り分けております。なお、中央図書館は初めてで

すのでここは集合を１時間前にさせてください。ほかの会場は４５分前

の集合で大丈夫です。それで一つ前のページに戻ってください。班編成

に伴う各役割、担当者、このように書いてありますので、自分の分をき

ちんと忘れないようにしていただきたいと思います。前回と主に違うこ

とは今まで皆さんが市民に呼び掛けることを努力目標にしておりました

が、今回は各議員１人３名以上を呼び掛けて会場に連れてきていただく

ということで義務と言ってはいけんのですけど、ある程度強制的に各議

員さんに振り分けようということで話しました。そうすることによって

少しでも多くの市民に議会報告会に触れていただくという目的が達せら

れればということですので１人３名を御協力お願いいたします。最後に

この議会報告会のパワーポイント及び原稿の提出期限でありますが、来

年１月１１日（金）までに事務局に提出していただきたいと思います。

以上であります。 

 

小野泰議長 広聴特別委員長の報告が終わりましたが何か御質問ございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）ではこの項は終わります。３その他について何

かございますか。 



 

9 

 

 

山田伸幸広報特別委員長 広報から皆さんに一つのお願いと一つのおわびがあ

ります。一つのおわびは前回もそうだったんですが、一般質問の原稿が

来るのがなかなか予定より遅れる可能性が大きいです。一応目途として

１月１５日となっておりますが、これも状況によって変わる可能性が大

きいです。特に後半の方ですね。しかしながら原稿が届いたらすぐさま

まとめていただいて速やかに提出をお願いしたいと思います。それと原

稿を作成されるときに是非気を付けていただきたいのが、質問を３問は

入れていただきたいというお願いです。１問だけとなるとすごく長い文

章になって読みづらくなりますので編集上も困ります。是非３問以上は

作成をしていただきたいというお願いです。以上です。 

 

小野泰議長 ほかにございますか。（「なし」と呼ぶ者あり）ないようでしたら

私から。今日１２月議会が終了いたしました。全員で会う機会がもうご

ざいませんので簡単に御挨拶させていただきます。皆様方には今年１年

多くの課題を抱えながらの１年だったかと思いますが、それぞれ皆さん

方が市政の発展、市民福祉の増進に向けまして議会活動あるいは議員活

動をしていただき誠にありがとうございました。もう残り少ないわけで

すが体に気を付けていただきまして来年は来年で積み残した課題もござ

いますし、更に新しい課題も出てくると思います。また新たな気持ちで

市政の発展に向けて共に頑張っていきたいと思います。どうもありがと

うございました。輝かしい新年を迎えられますように祈念いたしまして

挨拶とします。それでは以上をもちまして全員協議会を終了いたします。

お疲れ様でした。 

 

午後２時１６分 散会 

 


